
 

 

 

 

 

 

 

 

 

働き方改革関連法の大きなポイントである「改正労働時間法制」、「有給休暇制度」、「同一労働同一賃金」について、初歩の初歩

から実務上の留意点について詳説します。合わせて、別途企業訪問の個別巡回も受付しておりますので、ご活用下さい。 

 

 

 

 

 

 

 講師：  社会保険労務士 佐 藤 秀 樹 

 

 

 

 

〇開催時間 : 13 時 30 分～16 時 00 分 

〇定  員 :  30 名 

〇費  用 :  無 料 

   〇スケジュール 

 開 催 日 時 開 催 場 所 開 催 住 所 申込締切日 

① 
令和元年 10月 8日 （火） 

13時 30分～16時 00分 

観音寺商工会議所 

中ホール 

香川県観音寺市坂本町 1 丁目 1-25  

TEL：0875-25-3073 

 

10／ 6 

② 
令和元年 10月 28日（月） 

13時 30分～16時 00分 

アイテムえひめ国際貿易センター 

     ４階会議室 

愛媛県松山市大可賀 2 丁目 1-28 

TEL：089-953-0130 

 

10／26 

③ 
令和元年 11月 8日 （金） 

13時 30分～16時 00分 

高松国際ホテル 

栗林の間 

香川県高松市木太町 2191-1 

TEL：087-831-7220 

 

11／ 6 

④ 
令和元年 11月 12日 （火） 

13時 30分～16時 00分 

滝沢市商工会滝沢市商工会館 

２階 大研修室 

岩手県滝沢市鵜飼御庭田 92-3 

  TEL：019-684-6123 

 

11／10 

１からわかる働き方改革  

パ ー フ ェ ク ト セ ミ ナ ー 

－ セミナー概要 －各会場共通－ 

１.働き方改革の全体像  

(1) 働き方改革が必要となった背景 

(2)「働き方改革関連法」における基本的な心構え 

２．時間外労働の上限規制について  

(1) 新しい 36 協定の概要と実務 

(2 ) 労働基準監督署の指導対応 

３．年次有給休暇の時季指定 

(1) 年次有給休暇の基本的な内容 

(2 ) 時季指定義務化への対応 

４．同一労働同一賃金への実務対応  

(1) パート・有期改正法の概要 

(2) どこまで許させる待遇格差 

５．改正法に基づいたモデル就業規則 

(1) モデル 正社員の就業規則 

(2) モデル パートタイマー就業規則 

４ 講 演 開 催 



【セミナー参加申込書】 
下記事項についてご記入のうえ、FAX または郵便にてお申し込みをお願いいたします。 

貴 社 名  

業 種  

所 在 地 〒 

Ｔ Ｅ Ｌ  

Ｆ Ａ Ｘ  

担 当 者 名  

 

 

ふ り が な 

参加者氏名 

ご希望会場 

（希望に○印） 

１ 

 

 
高松・観音寺・松山・滝沢 

２ 

 

 
高松・観音寺・松山・滝沢 

  

※ご記入いただいた情報は事務局からの連絡としてのみ使用します。 

 

協 同 組 合 フ リ ー ネ ッ ト ワ ー ク 

佐立・外山 行 
【住 所】〒761-8031 香川県高松市郷東町 796-85 

Ｆ Ａ Ｘ ： ０ ８ ７ － ８ １ ３ － １ ９ １ ５ 

 



 
 

働き方改革の推進に向けた就業規則の整備や人事制度の策定から導入、 

助成金の活用まで専門家の社会保険労務士佐藤秀樹先生が無料 

（ ～２時間まで）ご相談に応じて頂けます。 

 

 

 

 
 

■巡回相談希望日 

① 令和   年   月   日 （   曜日）  （ 午前  時 ～・ 午後 時 ～ ） 

② 令和   年   月   日 （   曜日）  （ 午前  時 ～・ 午後  時 ～ ） 

※日程については、後日事務局より連絡いたします。 

お申し込み先 ⇒ FAX ０８７－８１３－１９１５【担当:佐立・外山】 

事業所名 ご担当職氏名 

所在地 〒   

 

TEL：（    ）               FAX：（    ） 

相談内容(希望する項目・内容をご記入ください) 

(  ) 新しい36協定（時間外・休日労働協定）の書式について 

(  ) 時間労働や休日労働の削減に向けた取組みについて 

(  ) 非正規社員の処遇改善など同一労働同一賃金について 

(  ) 派遣社員の処遇改善など同一労働同一賃金について 

(  ) 魅力ある求人票の作成について 

(  ) 他社での人材確保に向けた取組事例について 

(  ) 働き方改革に関して利用できる助成金について 

(  ) その他  

 

 

“直接訪問 巡回指導”  

申込書 

具体的に 

ご記入下さい 


